
工事名称

小田急相模原駅文化交流プラザ床修繕

図面番号縮尺 図面名称

設計年月日

N/S

Ａ－０１
ＳＡＧＡＭＩＨＡＲＡ

令和７年度

表紙・図面リスト

相模原市

小田急相模原駅文化交流プラザ床修繕

R7.10

図　面　リ　ス　ト

No

A-01

A-02

A-03

A-04

表紙・図面リスト

図　面　名　称

案内図・概要図・特記仕様書

改修特記仕様書

４階平面図（参考）

原図サイズ：A3



発生材のうち、工事現場において再利用・再資源化を図るもの

図面番号縮尺 図面名称

設計年月日

N/SＳＡＧＡＭＩＨＡＲＡ
工事名称

相模原市

案内図

小田急相模原駅至.相武台前駅

至.相模大野駅

在日米軍相模原住宅

小
田
急
小
田
原
線

対象現場

R7.10

Ａ－０２

：修繕箇所（多目的ルーム床）

現場階（４階　おださがプラザ）

※月極駐車場有り（駐車不可）

B3F

EV

EV

搬入階（B2・B3階　地下駐車場）

B2F

概要図

修繕場所

特記仕様書

修繕名称

Ⅰ　工事概要

小田急相模原駅文化交流プラザ床修繕

相模原市南区南台3丁目20番1号

修繕内容 おださがプラザ（小田急相模原駅文化交流プラザ）内にある多目的ルームの床（現.フローリング）が経年劣化等により損傷が

Ⅱ　特記事項

１　共通仕様 図面及び特記仕様に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣幹部官庁営繕部監修の「公共建築改修工事標準仕様

書」（建築工事編）（令和７年版）による。

２　発生材の処理

３　施工管理

５　清掃整理

４　安全管理 ・修繕の施工にあたっては、安全管理に留意し、施設利用者や施設職員その他に損害を与えぬように十分注意する

　こと。万一損害を与えた場合は、受注者の責任において速やかに処理し、監督員に報告すること。

　すること。

・既存工作物等の養生は十分に行い、既存部分に破損などが生じた場合にあっては受注者の負担において、現況復旧

・修繕完了時には、仮設物・養生等を撤去し、後片付け及び清掃を行うこと。

・建築基準法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、労働安全衛生法、環境基本法、騒音規制法、振動規

　料等については、監督員の指示により、その物性等の確認できる資料を提出する。

・使用する材料及び施工方法については、室内環境に配慮した選定を行う。室内環境に影響を与える可能性のある材

・修繕により発生する塵埃、騒音等については十分留意し、施設利用者等に支障のないよう配慮すること。

　正処理推進要綱の主旨に基づいて修繕を行うこと。

　制法、大気汚染防止法その他関係法令等を遵守すること。また、建設工事公衆災害防止対策要綱及び建設副産物適

※施工日及び施工時間等は別紙参照

６　環境保全及び

　　環境への配慮

　併せて施工体系図を作成すること。

　設計図書に疑義が生じた場合は、市担当者と協議を行い、承諾を得てから施工を行う。

７　施工体制台帳

８　疑義に対する協議

９　引渡し物品等 　受注者は、工事目的物引渡し後速やかに、提出すること。なお、各物品の適用及び数量等は、次表による。

１　修繕現場には、公衆が見やすい場所に次の事項記載した工事看板を表示する。

（１）修繕名称

（２）修繕期間

（３）受注者及び連絡先

（４）現場代理人氏名及び連絡先

（５）修繕概要

（６）発注者及び連絡先

（７）工事監理者及び連絡先

10　修繕看板

11　施工中の安全確保 　修繕の施工中にあたっては、関係法令により、修繕現場における標示施設等を設置すること。

　　　　及び環境保全

　受注者は、速やかに下請負通知書及び施工体制台帳の写しを市担当者に提出しなければならない。

大きくなったことによる床材の張り替え修繕

ラクアル・オダサガ４Ｆ　おださがプラザ内

提出書類 提出部数
竣工写真
工事関係者一覧表

１
１

小田急相模原駅文化交流プラザ床修繕

修繕の施工に携わる下請負人に、修繕関係図書及び市担当者の指示を受けた内容を周知徹底する。

案内図・概要図・特記仕様書



Ⅰ.建築工事　改修特記仕様書

（１）図面及び本特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の

　　　下記仕様書等のうち、現場説明書２－（５）に□を付けたものを適用する。

（２）電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、それぞれの工事特記仕様書

　　　を適用する。

（３）本特記仕様書の表記

　２）特記事項は、○・  印の付いたものを適用する。

　１）項目は、番号に○印の付いたものを適用する。

　　　　○・  印と ※ 印の付いた場合は、○・ を優先する。

　　　　○・  印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。

　３）特記事項に記載の表示について、（     ）内表示番号は公共建築工事標準仕様書

　　【　】内表示番号は公共建築改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。

Ⅱ.工事契約関係

1　適用区分

2　環境への配慮

1

各
章
共
通
事
項

　条件を用いる。

・建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の

　　　　　・ 34ｍ/秒（その他地域）

　・風圧力・ 32ｍ/秒（旧津久井、相模湖、藤野）

　・積雪荷重 　　

　　地表面粗度区分（　・ Ⅰ　・ Ⅱ　・ Ⅲ　・ Ⅳ）　

　　風速（Vo=　　 m/s）

　　　　　　　　　　・ 35㎝(旧市域) 

　　※  垂直積雪量　・ 40㎝(旧城山、津久井、相模湖、藤野)

（１）建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の

　　　品質及び性能を有すると共に、次の①から④を満たすものと

　　　する。

　   　ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、

　   　塗料、仕上塗材は、アセドアルデヒド及びスチレンを発散

　   　

　   　しない又は発散が極めて少ない材料で、設計図書に規定する

　   　「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用す

　   　る。

    ② 接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベン

　     ゼンの含有量が少ない材料を使用する。

    ③ 接着剤は、可塑性（フタル酸ジ－ｎ－プチル及びフタル酸

       ジ－２－エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を

       除く）が添加されていない材料を使用する。

    ④ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の

       什器類は、ホルムアルデヒド、アセドアルデヒド及びスチ

       ものとする。

       レンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用した

（２）設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に

    　おいて、「規制対象外」とは次の①又は②に該当する材料を

    　指し、同区分「第三種」とは次の③又は④に該当する材料を

    　指す。

    ①建築基準法施行令第20 条の７第１項に定める第一種、第二種

      及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の材料

    ②建築基準法施行令第20 条の７第４項の規定により国土交通

      大臣の認定を受けた材料

    ③建築基準法施行令第20 条の７第１項に定める第三種ホルム

    　アルデヒド発散建築材料

    ④建築基準法施行令第20 条の７第３項の規定により国土交通

    　大臣の認定を受けた材料

　　　 積層材、ＭＤＦ、 パーティクルボード、その他の木質建材、

    ① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板

4　事前調査

（1.5.1）

1　工事着手に先立ち、目視及び貸与する設計図書等により

　石綿を含有している吹付け材、成形板、建築材料等の使用の有無

　貸与資料（　　　　　　　　　　　　　　）

2　分析による石綿含有の調査

　分析方法　・定性分析　　　・定量分析

　調査箇所　図示

　調査範囲（・改修範囲　・図示　）

JIS記号

　　体積電気抵抗値（JIS A 1454）1×107 ～1×1010Ω程度

  ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ)

・ＦＴ(複層

  ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ)

・ＦＯＡ(置敷き

　帯電防止性能　

※ＫＴ(ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝ

   ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ)

  ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ)

・ＴＴ(単層

施工箇所（　　　）

・無地

・柄物

・無地

・柄物

・無地

・柄物

・無地

・柄物

色柄

・500×500

※2.0

※2.0

※2.0

・2.5

・3.0

・3.0

厚さ(mm)　特殊機能

・帯電防止

・防滑性

・視覚

　障害者用

・帯電防止

・防滑性

・帯電防止

・防滑性

　寸法

・300×300 

・450×450 

・300×300 

・450×450 

・300×300 

・45×450 

下地の工法（モルタル、セルフレベリング材、木下地以外）　

・下地種別（　　　）　工法（　　　）

2　ビニル床タイル

【6.8.2】

内
装
改
修
工
事
　
仕
上
等

6-3

・発泡層の

ないもの

・発泡層の

あるもの

種類

・柄物

・無地

・ﾏｰﾌﾞﾙ柄 

・無地

・防滑性 

・耐薬品性 

・耐動荷重性 

・帯電防止 ※ 2.0

厚さ（㎜）　特殊機能　色柄　JIS 記号

　　体積電気抵抗値（JIS A 1454）1×107 ～1×1010Ω程度

　帯電防止性能　

　※ＦＳ

　・（　　　） ・（　　　）

　・（　　　） ・（　　　）

下地の工法（モルタル、セルフレベリング材、木下地以外）　

・下地種別（　　　）　工法（　　　）【6.8.3】

（6.8.2）

1　ビニル床シート

　　帯電防止性能評価値（JIS A 1455）1.2以上～3.2未満又は

目地処理の工法　※熱溶接工法　・突付け

　　帯電防止性能評価値（JIS A 1455）1.2以上～3.2未満又は

施工箇所（多目的ルーム床）

3　ビニル幅木

高さ(mm)　※60　・75　・100

材質　・軟質　・硬質 

厚さ(mm)　※1.5以上　・（　　　）

（6.8.2）

内
装
改
修
工
事

2 ・既存の床の撤去

　・ビニル床シート等の除去

　・合成樹脂塗床材の除去

　　　工法　・機械的除去工法　・目荒し工法

　　　・下地モルタル共（・図示　・除去範囲全て）

　　　※仕上げ材のみ（接着剤共）

既存床、壁及び天井の

・既存壁の撤去

　・既存のコンクリート間仕切壁等の撤去

　　　間仕切壁撤去に伴う他の構造体の補修方法

改修後の床の清掃範囲　　※改修箇所の室内　・（　　　　）

　・床タイルの撤去

　・床組の撤去

撤去及び下地補修

　　  ・（　　　）

　・既存の木製、軽量鉄骨間仕切壁等の撤去

　・既存の壁下地材、下地張りボード等を残し既存の仕上材を撤去

　・既存のモルタル、タイル、布地、壁紙等を撤去

・既存天井の撤去

　・下地材、下地張りボード等を残し、仕上材を撤去する

　・下地材を含めて撤去する

　　　 （塗り厚25mmを超える場合の補修　・行う　・行わない） 

　・フローリング張り床材の撤去

　　  ※【4.3.10】によるモルタル塗り

6

（6.2.2）

（6.3.2）

内
装
改
修
工
事

　について調査し、市担当職員に報告する。

縮尺 図面名称 図面番号

設計年月

相模原市

修繕名称

改修特記仕様書

R7.10

N/S

Ａ－０３小田急相模原駅文化交流プラザ床修繕
ＳＡＧＡＭＩＨＡＲＡ



図面番号縮尺 図面名称

設計年月日

N/SＳＡＧＡＭＩＨＡＲＡ
工事名称

相模原市

小田急相模原駅文化交流プラザ床修繕

：改修箇所（床）

18,500

9
,
5
0
0

【施工条件】

・フロア剥がし→夜間

・内部ＥＶ使用

【作業工程】

　→夜間作業

　→夜間作業

①フローリング（10㎜）撤去

②合板下地張り（5.5㎜）

③長尺シート張り（2㎜）

④ソフト幅木取付（H=100）

・全体工期３か月

：養生（床）

EV EV

程
度

2
,
0
0
0

1,800

４Ｆ平面図　Ｎ／Ｓ

2,700程度

※搬出入に使用するＥＶについては、カゴ内等の養生を実施のこと。

４階平面図（参考）

前室

R7.10

Ａ－０４


